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第4号様式(第10条関係)                           

会 議 録 (要 旨) 

会 議 名 令和４年度第１回武蔵村山市医療救護所設置検討委員会 

開 催 日 時 令和４年７月２７日(水) 資料送付 

開 催 場 所 書面による開催  

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：藤田委員、稲冨委員、木﨑委員、小山委員、宇津木委員、

米津委員、大久保委員、名越委員、西山委員、神山委員、

島田委員 

議 題 

報告事項 

⑴ 武蔵村山市医療救護所設置検討委員会設置要綱について 

議題 

⑴ 委員長及び副委員長の選出について 

⑵ 武蔵村山市医療救護所設置検討委員会の会議の公開に関する運

営要領（案）について 

⑶ 災害時における緊急医療救護所の設置場所について 

⑷ その他 

結 論 
(決定した方針、残さ

れた問題点、保留事

項等を記載する。) 

議題⑴について： 

・ 委員長は藤田委員、副委員長は稲冨委員とする。 

議題⑵について： 

・ 事務局案のとおり決定する。 

議題⑶について： 

・ プリンスの丘公園及び村山医療センター敷地内に設置する。そ

の他で指摘のあった内容については、今後検討する。 

審 議 経 過 
(主な意見等を原則と

し て 発言 順 に記 載

し、同一内容は一つ

にまとめる。) 

 

（〇＝委員、 

●＝事務局） 

※ 書面開催に伴い、事務局から配付資料の要旨説明を配布した。 

 

報告事項 

⑴ 武蔵村山市医療救護所設置検討委員会設置要綱について 

● 資料１「武蔵村山市医療救護所設置検討委員会設置要綱」に

ついて、書面にて説明 

○ 委員会の名称変更について、予算編成時との整合性のためと

のことで了承したが、武蔵村山市の災害全般の話し合いを行う

会としては「救護所」の名称はふさわしくないと感じる。来年

度以降、検討してほしい。 

● 令和５年度は現行の名称のままとし、緊急医療救護所活動マ

ニュアルを完成させ、令和６年度から「武蔵村山市災害医療協

議会」へ名称変更する予定である。 

議題 

⑴ 委員長及び副委員長の選出について 

 ● 本委員会の委員長及び副委員長は委員の互選により選任する

こととなっているが、事務局案として、委員長には藤田委員、

副委員長には稲冨委員を考えている。 

○ 異議なし 

⑵ 武蔵村山市医療救護所設置検討委員会の会議の公開に関する運

営要領（案）について 

 ● 資料３「武蔵村山市医療救護所設置検討委員会の会議の公開

に関する運営要領（案）」について、書面にて説明 

 ○ 意見等なし 

⑶ 災害時における緊急医療救護所の設置場所について 

● 資料４「緊急医療救護所の設置場所について」、資料５－１

「災害時における緊急医療救護所に関する協定書（案）（締結先：

独立行政法人国立病院機構村山医療センター）」、資料５－２
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「災害時における緊急医療救護所に関する協定書（案）（締結先：

社会医療法人財団大和会武蔵村山病院）」及び資料６「武蔵村山

市地域防災計画（令和４年３月修正）」について、書面にて説明 

○ 実際の立ち上げや資材機材の保管について（おもに病院職員

の負担の観点からの）確認が必要ではないかという意見が、自

院の「災害対策委員会」でみられた。 

● 本委員会で今後検討する。 

○ 甚大災害の場合に備えて、緊急医療救護所二カ所が比較的近

い位置にある、例えば市総合体育館等を二次予定地（予備地）

にしてもよいと思う。 

● 本委員会で今後検討する。 

○「震災－110」中、（8）北多摩西部消防署の支援において、「可

能な範囲で救急隊を派遣」については、必ずしも救急隊を派遣

できる体制にはならないことも想定されることから、救急隊以

外の職員の派遣も含むと解釈してほしい。なお、今後、「救急

隊」の表記を「救急隊等」と変更することを検討する。 

 ● 次回の改定の際に変更する方向で検討する。 

⑷ その他 

● 資料７「東京都の新たな被害想定について」及び資料８「ス

ケジュール」について、書面にて説明 

○ 助産業務に加えて、妊産褥婦への保健指導健康管理を入れて 

ほしい。 

 ● 本委員会で作成する緊急医療救護所活動マニュアルへ記載す

る方向で検討する。 

○ 情報連絡体制やインフラ整備についての検討が必要。 

● 本委員会で今後検討する。 

○ 救護所自体で配薬・処方を行うかについて早めに決定してほ

しい（薬剤師班の運営に大きく関係するので）。 

● 本委員会で今後検討する。 

○ 救護所の立ち上げ後の業務引継ぎ（病院職員→武蔵村山市）

の具体的な方法と患者の流れをしっかり決めてほしい。 

● 本委員会で今後検討する。 

 

会 議 の 公 開 ・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者： ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 
 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：               ） 

□非 開 示（根拠法令等：               ） 
 

庶 務 担 当 課 
健康福祉部健康推進課健康推進係 
（電話:０４２－５６５－９３１５） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

 


